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Ⅲ　工事仕様

　図面及び特記仕様書に記載のない事項については以下による。

　＊国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

２．一般事項

　＊国土交通省国土技術政策総合研究所及び独立行政法人建築研究所監修

　　 「 建築設備耐震設計・ 施工指針２００５年版」

　＊電気設備に関する技術基準を定める省令（ 電気設備技術基準）

　＊電力会社供給約款

　＊消防関連法規（ 条例・ 所轄署指導要領を含む）

　＊電気工事業の業務の適正化に関する法律・ 電気工事士法・ 労働安全衛生法

　＊その他関連法規、関連諸基準

　工事の詳細については、本設計図面及び仕様書による他、上記各施工基準に準拠し、

　他工事との取合いについては予め当該工事関係者間において協議し、円滑な工事進捗に努める

こと。なお調整不足による意匠的な仕上がり不備や不具合が発生した場合は監督員の指示により

手直し施工を行うこと。

　受注者は、施工に先立ち、次の書類を提出し、監督員と打合わせを行うこと。

なお設計図書のとおりの施工であっても使用上の不具合が発生した場合は協議の上、

改善策を講じること。

　 ・ 施工計画等

　＊総合施工計画書

監督員指示の下に入念かつ誠実に施工すること。

　設計図書に定められた内容、現場の納まり・ 取り合い等の不明な点や施工上の困難・ 不都合、

図面上の誤記及び記載漏れ等に起因する問題点及び疑義、設計図書のとおりに施工することで将

来不具合が発生しうると予想される場合については、その都度、監督員と協議すること。

　＊機器明細図

　＊カタログ・ 製作図・ その他諸資料

交通省大臣営繕部監修「 建設材料・ 設備機材等品質性能評価事業」 評価名簿（ 最新版） 又は

　なお、機器及び材料等の選定にあたっては電気設備工事指定資材見積メーカー（ 参考） 及び国土

これらと同等以上のものとする。

　また、品質が求められる水準以上であれば、県内生産品の優先使用に努め、「 みえ・ グリーン購

入基本方針」 に準ずること。

　なお、これらの書類の作成に際し、施工上密接に関連する工事との納まり等について十分検討

　すること。

　 ・ 工事使用材料等

Ⅰ　工事名称

Ⅱ　工事場所

電気設備工事特記仕様書

三田地区市民センター高圧受電設備改修工事

三重県伊賀市　三田　地内

　・ 既設との取合い

　・ 既設設備の調査

　本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。

　既設設備の改修を含む場合、他の設備、施設運営に影響を来さないよう、現地工事着工前に充分

な調査をおこなうこと。又、施工前後で比較を行るよう工事前にも絶縁抵抗測定を行っておく こと。

　新築、増築等で自家用電気工作物の範囲が変更になった場合、その供用開始から引渡しまでの電

気保安管理にかかる費用は本工事に含まれる。

　 ・ 諸手続

　・ 消防提出書類

　工事に伴う関係官公署、電力会社、電気保安管理者等への諸手続きは、受注者がこれを代行し、

必要経費も本工事に含む。

　消火器の設置届については、電気設備にて設置届を提出する必要がある場合は、消火器について

も併せて届出すること。

場合の措置

　暴力団員等による不当介入（ 伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱） を受けた

場合の措置について

　 （ １ ） 受注者は暴力団員等（ 伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱） による

　 ・ 不当介入を受けた

　不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速

　やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

　 （ ２ ） （ １ ） により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに

　発注者に報告すること。発注者への報告は文書で行うこと。

　 （ ３ ） 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じ

　た場合は、発注者と協議を行うこと。

３．耐震基準

版） 」 （ 国土交通省国土技術政策総合研究所及び独立行政法人建築研究所監修） による。

　耐震措置の計算及び施工方法は、次の事項以外は全て「 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説

平成８年版」 （ 建設大臣官房長官庁営繕部監修） 及び「 建築設備耐震設計・ 施工指針（ ２００５年

（ １） 局部震度法による建築設備機器の設計用標準水平震度（ Ｋｓ ）

（ ２ ） 地域係数は１．０とする。

（ ３） 自重が１００ｋ ｇ 以下の比較的軽量な機器（ 標準仕様書の適用を受けるものは除く ） の

取付については、取付下地を入念に施工し、標準メーカーの指定する方法で確実に

取付を行うものとするが、監督員の承諾を受ける。

（ ４） 配管配線及びダクトの支持は、標準仕様書及び標準図による。

（ ５） 機器の耐震計算書を提出すること。

重量１ｋ Ｎ（ １００ｋ ｇ ） 以上のアンカー取付機器

※盤類、変圧器類、発電設備及び補機類、燃料タンク等水槽類、その他監督員が

指示するもの。

４．施工 （ １） 塗装

　 ・ 指定色で２回塗りとする。

　　金属管、２種金属線ぴ、吊りボルト、支持具等鋼板製（ ＳＵＳ、溶融亜鉛メッキ、樹脂製は

　　除く ） は原則として塗装を施すこと。

（ ２） 行先表示等

　・ 分電盤、端子盤、制御盤、プルボックス、ハンドホール内の電線ケーブル類にはケーブル

　　サイズ及び行先の表示を施すこと。

（ ３） セパレータ

　 ・ 分電盤、端子盤、制御盤、コンセント内等に強電回路、弱電回路が混在する場合はセパレータ

　　を取り付けること。

（ ４） 保護キャップ等

　 ・ レースウェイ等のダクタークリップが、人が容易に近づける場所、高さ（ おおよそ２ｍ以下）

　　にある場合は保護キャップを取り付けること。引き渡しを要するもの（ 　 　　　　　 　　 　　 ）

検証等に協力すること。

　監督員及び関係部署と協議調整し決定すること。

　なお、事故発生後の措置について監督員と協議を行うとともに、当該事故に係る状況聴取調査、

事故報告書を監督員が指示する期日までに、監督員に提出しなければならない。

　工事施工中に事故が発生した場合には直ちに監督員に通報するとともに、所定の様式により工事

　・ 施工条件

　・ 事故の発生時

　上記以外の引き渡しを要するものについては別途、監督員が指示する。

ＰＣＢが含まれていない場合は、他機器と共に、全て構外に搬出し建設工事に係る資材の再資源化等

　・ 発生材の処理等

に関する法律、再生資源の利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他

関係法令に従い適正に処理し、監督員に報告すること。

（ マニフェスト原本の提示及び、Ｅ票の写しと集計表を監督員に提出すること）

特別管理産業廃棄物（ 変圧器・ コンデンサ） は、ＰＣＢ含有検査後、ＰＣＢが含まれている場合

監督員の指定する場所へ保管すること。

５．その他 （ １） 使用機械

　・ 低騒音型、低振動型の建設機械の使用に努めること。

　　立ち使用する測定機器の検査済証（ 写し） 又は校正記録（ 写し） を監督員に提示すること。

（ ２） 測定機器の校正記録

　・ 工事で使用する測定機器に対しては適正に校正した器具を使用しなければならない。測定に先

（ ３） 設計図書上に示すメーカー型番・ 姿図等は参考とする。
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三田地区市民センター高圧受電設備改修工事

特記仕様書

　　 「 公共建築工事標準仕様書　平成３１年版」 （ 建築工事編・ 電気設備工事編・ 機械設備工事編）

　　 「 公共建築設備工事標準図　平成３１年版」 （ 電気設備工事編・ 機械設備工事編）

　　 「 公共建築改修工事標準仕様書　平成３１年版」 （ 電気設備工事編・ 機械設備工事編）

　　 「 建築工事監理指針」 「 電気設備工事監理指針」 「 機械設備工事監理指針」 令和元年版

　工事に使用する機器及び材料等については、予め、伊賀市の指定する工事書類を提出すること。

　＊使用材料確認

　・ 工事中の保安管理

１．施工基準
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配置図

配置図　S：1/400

E-02

隣地境界線　25,115

構内第1柱CP-19-350

屋外キュービクル式受電設備

※避雷器取替

※変圧器取替（動力・電灯）
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三田地区市民センター高圧受電設備改修工事
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高圧受電設備　姿図

高圧受電設備　姿図、配線図・結線図
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避雷器取替

屋外キュービクル式受変電設備

配線図・結線図

変圧器取替（ 電灯）

屋外キュービクル式受変電設備

変圧器取替（ 動力）変圧器取替（ 動力・ 電灯）

構内第１ 柱CP12-19-350財産及責任分界点


